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０～２歳児世帯

子育てし大県“さが”タクシー

利用券のご案内

【0～2歳のこどもと一緒のおでかけを応援！】

0～2歳児世帯子育てし大県“さが”タクシー利用券は、 0～２歳の

小さなお子さまがいる世帯の移動負担を軽減することで、こどもと一緒

のお出かけを応援するものです。

令和９年２月２８日（日）まで利用できます。

利用券１枚につき500円相当の運賃（待機料金・迎車回送料金

を含む）として、一度に複数枚のご利用が可能です。

利用券は、おつりは出ないため、運賃と利用券との差額は利用者が

負担してください。また、おつりが出ないことをご承知の上であっても、

運賃を超える金額の利用券は使用できません。

ご使用例

 運賃1,200円の場合・・・ 利用券２枚＋200円の自己負担

（この場合、利用券３枚（1,500円）の使用はできません。）

＊０～２歳児世帯子育て支援事業＊



使用方法
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【予約】
①利用したいエリア（発着地）のタクシー事業者に電話
②０～２歳児世帯子育てし大県 “さが ” タ クシー利用券使用の旨伝
える
※チャイルドシートを希望する場合はその旨を伝える（チャイルドシー
トが出払っているなど、ご希望に応じることができない場合があります。
タ クシーは、チ ャイルドシートの装着は例外として免除されていま
す。）
③「利用者の氏名・住所・電話番号」を伝え、タクシーを予約

【配車】
指定された場所へ、ドライバーがお迎えに伺います。

【利用券使用】
料金を支払われる際に利用券を運転手に渡して くだ さい。
※運賃を超える額の利用券をお渡しいただいてもおつりは出ませんので、運賃と利用
券との差額は利用者が負担して くだ さい。（おつりが出ないことをご承知の上
であっても、運賃を超える金額の利用券は使用できません。）
例： 1 , 2 0 0円の場合 5 0 0円券２枚＋現金 2 0 0円で支払い

◆この利用券を利用できるタクシーは、佐賀県内の子育てし大県 “さ
が ” タ クシー運行事業者のタクシーです。
◆空車表示で走行中のタクシーや停留所タクシー、配車アプリは使用
できません。
◆この利用券は、０～２歳児と同乗する方以外は利用できません。
※ただし 、対象となるこどもの入院先と自宅等との移動に限り、保護
者の単独乗車が可能です。
◆利用券を使用するときは、氏名欄に申請者本人の名前をご記入く
ださい 。
◆利用券の再発行はいたしません。
◆利用券を他人に譲渡するなど不正に利用することはできません。

注意事項



利用券が使用できるタクシー事業者一覧



往復 と も に保護者単独で乗車する と き は 、利用で きな いので すか 。

利用券は対象 と な る子 と一緒に乗車す る際に利用でき ます 。 た だ し 、対象 と
な る子の入院先 と自宅等 と の移動に限 り 、保護者の単独乗車が可能です 。

対象 と な る子の保育園等への送迎に利用す る場合 、対象 と な る子が同乗し
て い な い片道分は利用でき ますか 。

一連の乗車であれば利用でき ます 。例 えば 、 お迎えの場合に往路は保護者
等が一人で乗車し ます が 、 お迎え場所で待機して も ら い 、復路も同一の タ ク
シ ー に対象 と な る子 と同乗す る こ と で往復分の運賃に利用券を使用で きます 。

対象 と な る子以外の き ょ う だ い も乗車でき ま す か 。

対象 と な る子が乗車し て いれば 、対象 と な る子の き ょ う だ い も同乗可能です 。

対象 と な る子の保護者以外が利用し て も い いで すか 。

対象 と な る子の保護者の依頼を受け た方（祖父母や フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン
タ ー事業のサ ポ ー タ ーな ど） も利用可能です 。 こ の場合 、利用券には利用券
の申請を され た保護者の氏名を記載し て も ら っ て く だ さ い 。

対象 と な る子が利用期間中に３歳を迎え ますが 、利用で き ま す か 。

令和８年４月１日時点で０～２歳児も し く は 、 そ れ以降に生まれ た こ ど も
が対象にな り ま す ので 、利用でき ま す 。

子育て し大県 “ さ が ” タ ク シ ー事業者であれば 、 ど こ の事業者の タ ク シ ー で も利
用で き ます か？

利用する際には 、利用し た い エ リ ア（発着地）の子育て し大県 “ さ が ” タ ク
シ ー事業者に電話を し て く だ さ い 。例 え ば隣の市町にあ る病院か ら利用される
場合は 、 そ の市町を運行区域 と す る子育て し大県 “ さ が ” タ ク シ ー事業者に電
話し て く だ さ い 。

子育て し大県 ” さ が ” タ ク シ ー が出払 っ て い る た め 、一般の タ ク シ ー で の対応で
よい か と言われ た場合は ど う すればいい ですか 。

子育て し大県 “ さ が ” タ ク シ ー が全て運行中であ る場合は 、 そ の事業者の
一般の タ ク シ ー を利用可能です 。
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妊娠中の方や こ ど も へ の お も てな し の研修を受け た ド ラ イ バ ー が運行する
子育て世代に優しい タ ク シ ー で す 。

子育てし大県“さが”タクシーとは？



お も て な し ド ラ イ バ ー研修を受けた ド ラ イ バ ー が必ず運転され ますか 。

タ ク シ ー事業者の運行状況に よ り 、 そ れ以外の ド ラ イ バ ー が対応する場合も
あ り ま す 。

タ ク シ ー事業者に 、 チ ャ イ ル ド シ ー ト が出払 っ て い る と言われ ま し た 。
チ ャ イ ル ド シ ー ト な し で こ ど も を乗せ る のは問題あ り ま せん か 。

タ ク シ ー で は法律上 、 チ ャ イ ル ド シ ー ト の使用義務は免除され てい ます 。

福祉 タ ク シ ー券や運転免許証返納者に対する補助券な ど と の併用は可能で
すか 。 ま た 、 ふ た ご ・ み つ ご子育て し大県 ” さ が ” タ ク シ ー と の併用は可能です
か 。

い ずれ も可能です 。 た だ し 、福祉 タ ク シ ー券や運転免許証返納者に対す る補
助券な ど 、各市町の定め に従い 、 ご利用 く だ さ い 。
ご利用の際は 、 メ ー タ ー表示額か ら 、福祉 タ ク シ ー券（運転免許証返納者
に対す る補助券等を含む 。）やふ た ご ・ み つ ご子育て タ ク シ ー利用券の額を
差し引い た金額をお支払い く だ さ い 。
な お 、運賃 と各補助券等の額を差 し引い た金額が 5 0 0円未満の場合 、利

用券は使用で き ませ ん 。

有効期限の切れた利用券は ど う し た ら い い です か 。

裁断の う え 、廃棄 し て い た だ ければ返却は不要です 。

利用券の使い方など
お気軽に県こども未来課までお問い合わせください
◆佐賀県 こども未来課
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
：0952-25-7381 FAX：0952-25-7339
：kodomomirai@pref.saga.lg.jp

子育てし大県“さが”タクシーについて
◆佐賀県 交通政策課 地域交通システム室
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
：0952-25-7525 FAX：0952-25-7142
：koutsuuseisaku@pref.saga.lg.jp

タクシーについて
詳しくはこちら
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